
開発 販売 株式会社 ＮＰシステム開発 関西支店
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島１丁目19-4

ＴＥＬ（06）-6320-5652 ＦＡＸ（06）-6320-5654
本社： 松山 支店： 関東 名古屋 九州 中国 東北 北海道

大阪府トラック協会様

2024年問題
残業及び改善基準告示対策について

令和6年3月27日

株式会社NPシステム開発



2



1

ご説明内容
１．2024年問題の背景
２．2024年問題の影響
３．2024年問題はピンチではなくチャンス
４．2024年問題について
４‐１．残業時間の上限規制について
４‐２．改正改善基準告示について
５．2024年問題対策
５‐１．ドライバーの教育について
５‐２．会社としての対応について
５‐３．参考資料 NPシステム開発のデジタコによる違反防止策
（１） 連続運転違反 （２） 休息時間不足違反
（３） 運転平均時間違反 （４） 拘束時間違反
（５）改正前の改善基準告示と改正後の改善基準告示の比較

６．運賃交渉について
６‐１．運賃交渉について（割増）
６‐２．運賃交渉について（積み上げ方式）
６‐３．高速道路と一般道のシミュレーション
６‐４．荷主勧告制度について （国土交通省資料より）
６‐５．公正取引委員会による注意喚起及び改善要求
６‐６．共存共栄
（１）物流交流会開催 （２）動態開示システム

７．選ばれる運送会社・選ばれるドライバーに
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１．2024年問題の背景

1990年12月物流二法による規制緩和 ⇒ 免許制から許可制となった。
目的
ドライバー不足を補うため、運送業への参入をしやすくした。

以前は4万数千社 現在6万数千社に運送会社が増加

運送会社数は増加したが、ドライバーの増加はなかなか進まない

運送会社が増加したため、価格競争が発生。運賃が上がらない。

ドライバーの労働状況の悪化（労働時間・拘束時間が増加、給料も上がらない）

背景

ドライバーの労働状況の改善のため、働き方改革の元、いよいよ運送業にも規制

2024年4月より残業規制及び改正改善基準告示

これがいわゆる2024年問題
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２．2024年問題の影響

運送会社の淘汰が既に始まっています。

今後3年で倒産する会社が多数予測されます。
① 改正改善基準告示及び残業規制から大きく逸脱する運送会社
② コロナの時期に無利子で借り入れを行い、返済が困難な運送会社

生き残るためには利益を上げることもルールを
守ることも大切です。

より多く走るためには、上手な計画・走り方が求められます。

① ルールを守るためには ⇒ ドライバーの教育が必要
② 利益を上げるためには ⇒ 運賃交渉及びドライバーの教育が必要
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３．2024年問題はピンチではなくチャンス

運送会社の淘汰が進む

運送会社が減少する ＋ ドライバーの数が減少する
（高齢化＋新しい基準についていけない）

荷物を運べる量が減少していく
（運送会社減少 ＋ ドライバー減少 ＋ 改正改善基準告示 ＋ 残業規制）

運送会社と荷主の関係が対等になる（2～3年後）

更に荷物を運べる量が減少していく
（運送会社減少 ＋ ドライバー減少）

運送会社の方が荷主より立場が強くなる（3～5年後）

この3年を如何に乗り切るかが勝ち組・負け組の分かれ道
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４．2024年問題について

① 2024年問題は2種類あります。

ここ1年、運送業における２０２４年問題という言葉をよく耳にしますが、一般的に
2024年問題は残業時間と捉えがちですが、2種類あります。

A 残業時間の上限規制
B 改善基準告示の改正

A 残業時間の上限規制

一般企業では
働き方改革関連法で、2019年に日本で初めて時間外労働の上限規制が定められました。
休日労働を含まない時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間。臨時的な
特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、時間外労働と休日労
働の合計が月100時間未満、2～6ヵ月平均で80時間以内、月45時間を超えることがで
きるのは年6ヵ月まで、というルールが定められました。

運送会社では

「自動車運転の業務」に関しては猶予期間が定められ、2024年4月1日から法律が適用さ
れます。ただ、猶予期間後も、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労
働の上限は年960時間までとなり、一般の「2～6ヵ月平均で80時間以内、月45時間を超
えることができるのは年6ヵ月まで」という規制は適用されません。

４‐１．残業時間の上限規制について
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B 改善基準告示の改正

国交省 改善基準告示改正のリーフレットより

４‐２．改正改善基準告示について



７

改善基準告示の改正の主なポイント

No 大項目 中項目 改正前 改正後

1

拘束時間

1日の拘束時間
原則13時間最大16時間以内 原則13時間最大15時間以内

２
15時間超は週2回まで 14時間超は週2回まで

３
1か月の拘束時間 293時間（最大320時間）以内 284時間（最大310時間）以内

４ 1年の拘束時間 3516時間以内 3300時間以内（最大3400時間）

５ 休息時間 1日の休息時間 8時間以上 9時間以上

６ 連続運転 4時間以内 やむを得ない場合4時間30分

この2年労働基準監督署及び運輸支局の
飛び込み監査が非常に増えています。

理由①
コロナの影響で監査に回れる件数が少なかったため
理由②
2024年を前に悪質な運送業者の把握及び是正を勧告するため

４‐２．改正改善基準告示について
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４‐２．改善基準告示について

ⅰ ２０１５年１月２８日北海道の運送業者が改善基準告示違反

３０日間の事業停止を命じられた。

元受の大手運送会社１社に対しても警告書を発出。
その後全国で処分が下されている。

この際の事業停止命令の基準（新聞記事による）

ⅰ 改善基準未順守 ３１件の運転手が３名以上 且つ
ⅱ 拘束時間未順守の運転手が過半数

未順守の件数を把握されていますか？

（１）改善基準告示違反による罰則について

多数の運送会社が事業停止になっています
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走り方の悪い例（休息の取り方）

休息時間の取り方が悪い

５‐１．ドライバーの教育について

9時間以上 OK
9時間未満 △
3時間未満 ×

※ 業務の効率を考えると休息は可能な限り連続9時間をお勧めします。
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走り方の悪い例（デジタコの操作方法

① 業務前からデジタコのスイッチを入れている（拘束時間が増えてしまう）

② 早く出発しすぎているため実作業前に休憩時間が多い（同上）

③ 実作業前に作業ボタンを押している（労働時間が増えてしまう）

５‐１．ドライバーの教育について

① 地場であれば ⇒ 余裕は30分以内

② 長距離であれば ⇒ 余裕は60分程度
或いは現地で休息（3時間以上）を取れる時間

※ 業務の効率を考えると休息は可能な限り連続9時間をお勧めします。

①運行前22分

②作業前早着
102分

③早着
67分休憩
実作業30分
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５‐１．ドライバーの教育について

運行開始 及び 運行終了について

① 運行開始 ：
会社の駐車場から出発する際（又は最初の作業時）スイッチオン

② 運行終了 ：
会社の駐車場に戻った際（又はその日の作業終了）スイッチオフ

正確なボタン操作

① 正しくボタンを押す

例えば 現地についてからすぐに「積み」ボタンを押す。その後30

分後に積みを行い、10分で終了。(40分労働時間としてカウント) 本来
であれば10分の作業のはずです。

デジタコの操作方法
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５‐１．ドライバーの教育について

デジタコの操作方法

正確なボタン操作（ボタンを押していない方も問題）

積み降ろしのない運行はありません！
ボタンを押していない場合

監査で指摘を受け、改善報告をしなければなりません。

積み降ろしボタンのみならず、改善基準告示も完璧に
して提出をしなければなりません

正しくボタンを押してください！
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５‐２．遠隔点呼・自動点呼を使った時間短縮

国土交通省による 事業用自動車総合安全プラン2025 において、
「高度な点呼機器の活用による IT 点呼（遠隔点呼）の対象拡大や
自動点呼を検討」により点呼の見直しが図られています。

（１） 2022年4月より遠隔点呼開始（現在届け出後、10日以降であれば実施可能）
主なIT点呼との違い
① Gマーク不要（IT点呼はGマークが必須）
② グループ企業間での遠隔点呼が可能
※「グループ企業」とは、100％株式保有による支配関係にある親会社と子会社
又は100％子会社同士をいう。

※事業者間の遠隔点呼の先行実施。（出資関係がなくとも遠隔点呼が可能）

③ 24時間点呼可能（IT点呼は連続16時間まで）
※IT点呼は運行管理者が点呼を執行したとしても補助者扱いになるが、遠隔点呼の場合、
運行管理者が点呼を実施した場合、その営業所の運行管理者が点呼をしたとみなされます。

（２） 2023年1月より業務後自動点呼開始（届け出後、10日以降であれば実施可能）
メリット 無人であるが運行管理者が点呼をしたとみなされる

（３） 業務前自動点呼検討中
① 2023年11月までに実証実験完了
② 令和５年度第２回「運行管理高度化ワーキンググループ」（12.6）検討会実施
③ 現在国土交通省で要件を検討中（2024年度）
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５‐２．遠隔点呼・自動点呼を使った時間短縮（導入事例）

名古屋市内のお客様で営業所から車庫が10km近く離れている。

① 以前は車庫から営業所まで点呼を受けに来ていた。
② 移動に片道30分以上、往復1時間以上毎日かかっている。
③ 拘束時間にも労働時間にも影響がある。

（１） 2022年度に遠隔点呼導入
① 営業所－駐車場間で導入
② 本社の運行管理者が営業所および車庫の点呼を実施。
③ 車庫のドライバーの拘束時間・労働時間を短縮。

（２） 2023年度に業務後自動点呼導入
① 業務前点呼は運行管理者が営業所は対面、車庫は遠隔点呼で実施。
② 業務後点呼は営業所・車庫共に自動点呼で実施。
③ 運行管理者の労働時間を短縮。
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５‐３．会社としての対応について

全社一丸となって対応することが重要です。

Ⅰ 運行の仕方を考え直す。
例えば 2時間50分だと休憩。（拘束時間）

 3時間以上なら休息（拘束時間に含まれない）
Ⅱ 正しく積み降ろしボタンを押す。
例えば 現地についてからすぐに「積み」ボタンを押す。

その後30分後に積みを行い、10分で終了。(40分労働時間としてカウント)

本来であれば10分の作業のはずです。
Ⅲ 運行の効率化を図る
① 帰り荷の確保が重要。営業所間での調整も重要です。
② 無駄ルートの排除
③ 実際の運行に合わせてデジタコを操作
ⅰ 出発前からデジタコを開始にしない。
ⅱ 帰庫後もそのままデジタコを起動させたままにしない。

拘束時間・残業時間がオーバー気味
になると走ることが出来ません。
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５‐３．参考資料 NPシステム開発のデジタコによる違反防止策

【表示】
Ⅰ．連続運転
      現在までの連続運転時間の表示を行います。
      運転累計時間が４時間に近づくと『そろそろ休憩してください』等の警告音声を発生すること
   が可能です。

Ⅱ．停車累計
       現在までの停車時間（荷役・待機・休憩 等）の累計を表示します。

Ⅲ．最終停車
現在の停車時間がカウントされます。休憩や荷役等の最終停車時間が１０分以上になると
停車累計にカウントされます。

改善基準告示に準拠した「拘束時間」 及び 「連続運転時間」等の表示 又は 警告を鳴らすことが出来ます。

【連続運転判断方法】
Ⅰ．停車ベース
  停車時間累計が３０分以上になった時点で連続運転監視リセット（労基基準）

運転120分 20分 10分運転110分 運転

A B C

A

B

C

（１） 連続運転対策
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【表示】
Ⅰ．休息時間
      当日の『連続８時間以上 又は 分割計１０時間以上（2分割）又は12時間以上（3分割）』
の休息時間を表示します。

Ⅱ．分割休息
      当日の『１０時間未満の分割休息時間の累計』を表示します。

Ⅲ．現在停車
      現在の停車時間がカウントされます。分割休息時間になると分割休息にカウントされます。

運行中の休息時間の累計を表示し、改善基準告示に準じて休息時間の確保状況を表示します。
  日付の切り替えは自動で行いますので長距離運行の場合でも運用が可能です。

拘束8時間 4時間 休息6時間拘束6時間

A B C

拘束8時間 4時間 休息5時間拘束6時間

【始業時刻・終業時刻の判定方法】
Ⅰ．現在休息条件クリア
      分割休息時間が１０時間になった休息終了時点で休息監視リセット

Ⅱ．現在休息時間 不足
      休息時間がクリアされない場合当日の開始から２４時間後に休息監視リセット

A

B

C

（２） 休息時間不足対策

５‐３．参考資料 NPシステム開発のデジタコによる違反防止策
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【表示】
Ⅰ．当日運転
当日の運行開始からの累計運転時間を表示します。

Ⅱ．前日運転
前日の運行開始からの累計運転時間を表示します。

Ⅲ．今回
当日運転と前日運転の平均時間が表示されます。

Ⅳ．前回
前日運転と前々日運転の平均時間が表示されます。

（３）平均運転時間管理

運行開始から現在までの日毎の運転時間 及び 直近２回分の２日間の
平均運転時間を表示します。

（４）拘束時間管理

【表示】
Ⅰ．始業時間
当日の運行開始時刻を表示します。

Ⅱ．拘束時間
当日の運行開始からの拘束時間を表示します。

Ⅲ．休息時間
当日の運行開始からの休息時間を表示します。

A

B

C

１日の拘束時間 及び 休息時間を表示します。
  日付の切り替えは改善基準告示に準じて行い、時間オ―バーにならないように
アラームでお知らせする事も可能です。

５‐３．参考資料 NPシステム開発のデジタコによる違反防止策
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５‐４．参考資料 NPシステム開発のデジタコによる違反防止策

（５）改正前の改善基準告示と改正後の改善基準告示の比較
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５‐４．参考資料 NPシステム開発のデジタコによる違反防止策

改正前（2024年3月まで）

改正後（2024年4月以降）

改正前の改善基準告示と改正後の改善基準告示の違反件数比較

改正前 改正後

拘
束
時
間

月間超過
時間

275時間超 293時間超

124.4時間 213.33時間

1日拘束
時間

16時間 15時間

40 74

週2回
（超過階数）

15時間 14時間

6 18
改善基準告
示違反合計

210 297

違反増加件数
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６．運賃交渉について

今後運賃交渉は必須

① 物価高騰

② 燃料高騰

③ トラック等設備費高騰

これまでの売り上げでは
会社を維持するのは困難

（１） 維持費・経費・設備費の高騰

（２） ドライバーの離職

① ドライバーの給料が上げられない

② ドライバーの応募が来ない

離職・新入社員減少
ドライバーの数が減少

売り上げ減少 ⇒ 更にドライバーの数が減少

負のスパイラルに陥る
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６．運賃交渉について

（１）運賃交渉には根拠資料が必須

荷主の担当者も会社への説明責任がある。

① 根拠資料は公の資料を使用
② 残業規制や改正改善基準告示を元に高速代を追加する
（少なくとも長距離運行の場合は高速代は要求すべき）

（２）現在荷主もコンプライアンスが求められる時代

① 運賃交渉に応じているか等のアンケートが届いている荷主がある

② トラックGメン等、国交省や公正取引委員会からの勧告等も増え
てきている。

２０２４年問題は運送事業者だけでは解決できない。
荷主にも協力してもらう必要がある。
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６‐１．運賃交渉について（割増）国土交通省の資料より２０２３年１２月

① 現在の運賃からの割り増し（標準的運賃では８％引き上げ）
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６‐１．運賃交渉について（割増）

例１ 現在の物流費からの割り増し（標準的運賃 ８％引き上げ利用）

（現在の物流費からの割り増し＋高速代 ＋ 燃料サーチャージ）

●●，●●●円 × １．０８ ＋ 高速代
＋ （軽油単価－１２０円）×使用料 ＝ ●●，●●●円

例２ 現在の物流費からの割り増し（ターゲットを２０％とし、３０％で打診）

●●，●●●円 × １．３０ ＝ ●●，●●●円

最終的な妥結点を２０％とし交渉する

６‐２．運賃交渉について（積み上げ方式）

（２，０００円 × 労働時間 ＋高速代 ＋ 車両維持費（日割） ＋車両経費（日割））×GCIP

GCIP（平均２２．９８％）（運送業 ２０.４５％販売管理費のみ）※１
ＧＣ GENERAL COST （一般管理費及び販売費）（事務所等の間接部門費 等）
Ｉ ＩＮＴＥＲＥＳＴ （利率）いわゆる利子
Ｐ ＰＲＯＦＩＴ 利益

※１運送業の販売管理費はインターネットサイトによる（民間調査）

必ず一般管理費、利益を乗せた上で交渉する

ドライバーの時給を２，０００円とした場合。
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３．高速道路と一般道のシミュレーション

一般道路利用 関東 ⇒ 岐阜

距離 ３３８．４ｋｍ
１１時間１８分
￥０‐

運行管理システム「web地球号」運行指示書自動作成機能より

※注
本来であれば1日の運転時間平均
9時間に抵触するため前後の日付け
の運転時間を7時間42分以内にする
必要もあります。
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６‐３．高速道路と一般道のシミュレーション 距離 ３８５．８ｋｍ
６時間３７分
￥１２，６９０‐

高速道路利用 関東 ⇒ 岐阜

運行管理システム「web地球号」運行指示書自動作成機能より

距離 時間 金額

高速道路利用 ３８５．８ｋｍ ６時間３７分 ￥１２，６９０‐

一般道利用 ３３８．４ｋｍ １１時間１８分 ¥０‐

高速道路・一般道比較表
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６‐４．荷主勧告制度について （国土交通省資料より）
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６‐４．荷主勧告制度について （勧告事例）
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６‐６．共存共栄

3～5年後には荷物が運べないことが
増えてくることが予測されます。

荷主様にご迷惑をおかけしないためには
運送の効率化を図る必要がある。

各地に協力会社を作り、提携する

帰り荷を確保することにより積載率を向上し、
1便当たりの運賃も上げる。

これから運送会社同士は競争ではなく共存共栄！
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６‐６．共存共栄

2023年9月10日 ホテルモントレ大阪にて 

（１）物流交流会開催
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６‐６．参考資料 NPシステム開発のデジタコによる共存共栄策

運送事業者様の2024年問題解決の一助として、荷主や協力会社に指定車輛のみを開示する
ことにより、車輛の位置情報・状態情報を確認することができるようにする。

・荷主に対して動態情報を開示することにより荷待ち時間の削減効果が期待できる

・実車/空車情報も閲覧可能となるため、荷主や協力会社と連携した形で
積載率向上に繋がる配車が可能となる

※ 今後は残業規制・拘束時間の縮小等運行時間が短くなるため、
1便当たりの利益率（運賃）を向上させることが重要となるため

（２）動態開示システム
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６‐６．参考資料 NPシステム開発のデジタコによる共存共栄策

動態開示システム運用イメージ
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７．選ばれる運送会社・選ばれるドライバーに

今後運送会社の淘汰が進んでいきます

荷主にとっても難しい時期を迎えます

安い運送会社を探す。 安価で仕事を受ける運送会社

①利益が少ない

②運行の違反が多くなる

潰れるリスクが高くなる

経営が難しくなり潰れる

①利益が出ない。

②監査の場合改善できない

何度も新たな運送会社を探す

③輸送事故が多くなる

安心できる運送会社（潰れない・違反が少ない）
安心できるドライバーのいる運送会社を求める
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７．選ばれる運送会社・選ばれるドライバーに

選ばれる運送会社になるためには

（１） ドライバーの教育

① 荷主のマニュアル通りの作業を確実に行う

② ルールに則った運行を行う。
改正改善基準告示
残業規制

（２） 経営基盤の安定

① 運賃交渉を行い適正な運賃を受け取る

② ルールに則った運行を行わせる。
改正改善基準告示
残業規制

今後は運賃が高くとも信頼できる会社が選ばれます。
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ご清聴ありがとうございました。
2024年問題を乗り切りましょう
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